備前市内規（令和8年4月1日備介第1740号）

転入した者による備前市地域密着型サービスの利用に関する要綱

（目的）
第1条　この要綱は、介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定並びに法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る法第78条の2第8項及び法第115条の12第6項の条件について、地域密着型サービスの利用に関する基準を定めることにより、地域密着型サービスの適正な運営と介護保険被保険者（以下「被保険者」という。）の円滑な地域密着型サービスの利用を実現することを目的とする。

（対象サービス）
第2条　対象となる地域密着型サービスは、次のとおりとする。
（1）認知症対応型共同生活介護
（2）介護予防認知症対応型共同生活介護
（3）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

（他市町村から転入した者による地域密着型サービスの利用）
第3条　以下のいずれかの要件を満たさなければ、前条に規定する地域密着型サービスを利用することができない。また、住所地特例者として住所地特例対象施設に住民票をおいていた期間は算定しない。
（1）備前市に住民票を異動した日から３か月を経過した者。
（2）過去に通算で１年以上備前市に住所を有していた者。

（例外規定）
第4条　以下に該当すると備前市が判断した者は、前条の要件を満たさない場合でも第2条に規定する地域密着型サービスを利用することができるものとする。この場合において、地域密着型サービス事業者は事前に備前市に確認すること。
（1）市内に３か月以上居住している配偶者又は３親等内の親族があり、当該親族から継続的な支援が見込まれる者。
（2）その他市長が必要と認めるもの。
